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                                     平 成 ２ ５ 年 ２ 月 ６ 日 

ＮＴＴ西日本 島根支店 

 

「フレッツ光」が島根県内で７万回線を突破！ 

 

 

 ＮＴＴ西日本島根支店（支店長：杉島 辰海）において、ＮＴＴ西日本が提供する光インターネット接続サー

ビス「フレッツ光」※１の島根県内の契約数が、平成２５年２月５日（火）に７万回線を突破いたしました。 

 

 「フレッツ光」については、島根県内では平成１４年３月に提供を開始以降、高速※２・快適なインターネット

接続のアクセス回線としての利用に加え、「ひかり電話」（電話サービス）※３や映像配信サービス※４等、

様々な用途に利用の場を広げるとともに、より多くのお客さまにご利用いただけるようサービス提供エリア

の拡大を行いながら、暮らしやビジネスを支えるサービスとして個人のお客さまから企業のお客さままで幅

広いお客さまからご支持をいただき、発展・成長を遂げて参りました。 

 

最近では、平成２４年１０月より「フレッツ 光ネクスト スーパーハイスピードタイプ 隼」（インターネット接

続サービス）として、通信速度最大概ね１Gpbs※５の光インターネット接続サービスを、従来より月額利用料

を大幅に値下げして提供を開始したほか、「光もっと２割（光もっともっと割）」や「グループ割」等の料金サー

ビスの充実、強化により、より気軽に光ブロードバンドサービスがご利用できる環境づくりに取り組んでおり

ます。 

 

 今後とも、ＮＴＴ西日本では、「フレッツ光」の利活用支援ならびにお客さまニーズに対応したサービスの拡

充を図るとともに、｢フレッツ光｣の更なる普及拡大を通じて、地域 ICT 化の推進に貢献してまいりたいと考え

ております。 

 

※１ 【フレッツ光について】 

●サービス提供エリアであっても、ご利用いただけない場合があります。エリアについては、お問い合せいただくか、

[http://flets-w.com/]をご確認ください。 

●インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとのご契約・ご利用料金が必要です。   

 

※２ ●インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境やご利用状況によっては、数 Mbps になる場合があります。  

 

※３ ●「ひかり電話」のご利用には、 「フレッツ光」の契約・料金が必要です。 

●００３９等の電気通信事業者を指定した発信など、一部かけられない番号があります。 

●停電時はご利用いただけません。 

●ひかり電話のご利用には別途工事費が必要です。  

※４ ●映像サービスのご利用には、映像サービス提供事業者との契約・料金が別途必要です。 



 

※５ ●最大概ね１Gbps とは、技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実効速度を示すものではありません。 

●インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境やご利用状況等によっては、数 Mbps になる場合がありま

す。 

●規格速度がより高速なタイプに変更した場合であっても、お客さまの設備状況等により、実効速度が向上しない場合

があります。 

 

■「フレッツ光」に関するお客さまからのお問い合わせ先  

 （１） インターネットによるお問い合わせ ＵＲＬ： http://flets-w.com/ 

なお、上記のホームページにて次の情報もお知らせしています。 

・ 「フレッツ光」のサービス概要  

・ 「フレッツ光」と接続されるプロバイダー名等（随時更新）  

・ サービス提供エリアとエリア拡大情報（随時更新）  

 

（２） 電話によるお問い合わせ 

０１２０－１１６１１６（※携帯電話・ＰＨＳからもご利用可能です。） 

 受付時間： 午前９時～午後９時 土・日・祝も受付中（年末年始１２／２９～１／３は除く）  

※ 午後５時以降の問い合わせについては、翌日以降に対応させていただく場合がございます。  

※ 電話番号をお確かめのうえ、お間違えないようにお願いします。  

 

 

 

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表時のものです。 

最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
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